
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人秋田大学の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

当法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するに当たって、
他の国立大学法人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等
のほか、国・地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（当法人1,286人）
や教育・研究事業で比較的同等と認められる、以下の法人等を参考とした。

(1) 国立大学法人福井大学…当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を
実施している（常勤職員数約1,300人）。公表資料によれば、令和6年度の長の年間
報酬額は、17,119千円である。

(2) 事務次官年間報酬額…23,235千円

役員報酬規程において、期末特別手当の支給額については国立大学法人評価委員会が
行う業績評価の結果を参考にして，当該役員の職務の実績に応じ、その額の１００分の１０の
範囲内で増額又は減額することができることとしている。

役員報酬支給基準は、月額、期末特別手当から構成されている。月額に
ついては、秋田大学役員報酬規程に則り、本給月額に通勤手当、単身赴
任手当、寒冷地手当を加算して算出している。期末特別手当についても、
秋田大学役員報酬規程に則り、本給月額に100分の45を乗じて得た額を
加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の172.5、12月
に支給する場合においては100分の177.5を乗じて得た額としている。

なお、令和７年度では，給与法指定職の改定に準拠し、12月期の期末特別
手当の支給割合を0.05月引き上げを実施した。

法人の長と同様

法人の長と同様

役員報酬支給基準は、日額から構成されている。日額については、
秋田大学役員報酬規程に則り、算出している。

役員報酬支給基準は、月額から構成されている。月額については、

秋田大学役員報酬規程に則り、算出している。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,977 12,588 5,323 66 （寒冷地手当） R6.4.1 ※

千円 千円 千円 千円

14,221 9,948 4,207 66 （寒冷地手当） ※

千円 千円 千円 千円

13,247 9,264 3,917 66 （寒冷地手当） ※

千円 千円 千円 千円

13,297 9,264 3,917
50
66

（通勤手当）
（寒冷地手当） R6.4.1 ※

千円 千円 千円 千円

13,816 9,227 3,917
24

648
（寒冷地手当）
（単身赴任手当） R6.4.1 ◇

千円 千円 千円 千円

829 829 0 0
（ ）

千円 千円 千円 千円

922 922 0 0
（ ）

R6.4.1

千円 千円 千円 千円

11,103 7,740 3,273
24
66

（通勤手当）
（寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

2,390 2,390 0 0
（ ）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

F理事
（非常勤）

前職

E理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

法人の長

A理事

D理事

B理事

C理事

A監事

B監事
（非常勤）

その他（内容）

秋田大学は本学の理念である１．国際的な水準の教育・研究の遂行、
２．地域の振興と地球規模の課題の解決の寄与、３．国の内外で活躍する
有為な人材の育成に基づき、教育研究の質のさらなる高度化を図り、国内
外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命
としており、中期目標・中期計画を基盤として、教育改革、地域連携、国際
化等の具体的な取組みを学長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、本学の学長は、職員数1,286名の法人の代表として、その
業務を総理するとともに、公務を司り、所属職員を総督して、経営責任者と
教学責任者の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
36,138千円と比較した場合の約49%となっており、また事務次官の年間給
与額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。

また、他の同規模大学の長の令和６年度の報酬水準（福井大学、島根
大学及び三重大学の長）の平均報酬17,705千円）と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。
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理事

理事（非常勤）

監事

秋田大学は本学の理念である１．国際的な水準の教育・研究の遂行、
２．地域の振興と地球規模の課題の解決の寄与、３．国の内外で活躍する
有為な人材の育成に基づき、教育研究の質のさらなる高度化を図り、国内
外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命
としており、中期目標・中期計画を基盤として、教育改革、地域連携、国際
化等の具体的な取組みを学長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、本学の理事は、職員数1,286名の法人の理事として、その
業務を総理する学長を補佐する職務を担っており、また、理事の年間報酬
額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬36,138千円と比較し
た場合の半分以下となっており、また事務次官の年間給与額23,235千円
と比べてもそれ以下となっている。

また、他の同規模大学の理事の令和５年度の報酬水準（福井大学、島
根大学及び三重大学の理事の平均報酬14,063千円）と令和６年度の報
酬水準（同平均報酬14,380千円）と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。

秋田大学は本学の理念である１．国際的な水準の教育・研究の遂行、
２．地域の振興と地球規模の課題の解決の寄与、３．国の内外で活躍する
有為な人材の育成に基づき、教育研究の質のさらなる高度化を図り、国内
外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命
としており、中期目標・中期計画を基盤として、教育改革、地域連携、国際
化等の具体的な取組みを学長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、本学の非常勤理事は、職員数1,286名の法人の非常勤理
事として、その業務を総理する学長を補佐する職務を担っている。また、他
の同規模大学の非常勤理事の令和６年度の報酬水準（福井大学、島根
大学及び三重大学の非常勤理事の平均報酬約1,659千円）と同水準に
なっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。

秋田大学は本学の理念である１．国際的な水準の教育・研究の遂行、
２．地域の振興と地球規模の課題の解決の寄与、３．国の内外で活躍する
有為な人材の育成に基づき、教育研究の質のさらなる高度化を図り、国内
外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命
としており、中期目標・中期計画を基盤として、教育改革、地域連携、国際
化等の具体的な取組みを学長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、本学の監事は、職員数1,286名の法人の監事として、本学
の保有財産及び理事の業務執行を監査しており、また、他の同規模大学
の監事の令和６年度の報酬水準（福井大学、島根大学及び三重大学の監
事の平均報酬約11,553千円）と同水準となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。
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監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

秋田大学は本学の理念である１．国際的な水準の教育・研究の遂行、
２．地域の振興と地球規模の課題の解決の寄与、３．国の内外で活躍する
有為な人材の育成に基づき、教育研究の質のさらなる高度化を図り、国内
外の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成することを使命
としており、中期目標・中期計画を基盤として、教育改革、地域連携、国際
化等の具体的な取組みを学長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、本学の非常勤監事は、職員数1,286名の法人の非常勤監
事として、本学の保有財産及び理事の業務執行を監査しており、また、他
の同規模大学の非常勤監事の報酬水準（福井大学、島根大学及び三重
大学の監事の令和６年度の平均報酬約1,372千円）より，高額となっている
が、これは非常勤監事を日給制から月給制に給与制度を変更したためで
ある。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大
学法人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当
であると考える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事B
（非常勤）

理事F
（非常勤）

理事D

理事E
（非常勤）

監事A

理事A

理事B

理事C

法人での在職期間

法人の長
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

理事B 該当者なし

法人の長

理事A

理事E
（非常勤）

理事D

理事C

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事F
（非常勤）

監事A

監事B
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

役員報酬規程において、期末特別手当の支給額については国立大学法人評価委員
会が行う業績評価の結果を参考にして、当該役員の職務の実績に応じ、その額の１００分
の１０の範囲内で増額又は減額することができることとしており、今後も継続する予定である。

該当なし
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務員
のほか、2025年（令和７年）職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別
（当法人1,286人）・職種別平均支給額を参考にした。

(1) 国立大学法人福井大学…当該法人は、教育・研究事業において類似する国立
大学法人であり、法人規模についても同等（常勤職員数約1,300人）となっている。

(2) 国家公務員…令和７年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平
均給与月額は414,480円となっており、本学の全職員の平均給与月額は452,184円
となっている。

(3) 職種別民間給与実態調査において、当法人と同等の規模や職種の大学卒の４月
の平均支給額は、233,930円となっている。

当法人においては、 職員の勤務成績に応じた勤勉手当支給割合の増減、昇給及び
昇格・降格の措置を実施している。

旧年俸制適用教員において業績給（給与全体の約30％）を導入している他、新年俸制
適用教員においては外部資金の獲得状況に応じて業績給を支給している。

国立大学法人秋田大学職員給与規程に則り、本給及び諸手当（管理職手当、医師調
整手当、異動保障手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手
当、招へい手当、特別貢献手当、義務教育等教員特別手当、手術看護手当、衛生管理
者等手当、業務付加手当、看護職員等調整手当、附属幼稚園教員等調整手当、
診療看護師手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、入試手当、超過勤務手当、休日給、

夜勤手当、期末手当及び勤勉手当）としている。
期末手当については、期末手当基礎額（本給＋扶養手当＋異動保障手当＋広域異動

手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に6月に支給する場合においては100分の125、
12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間に
おけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本給＋異動保障手当＋広域異動手当＋役職
段階別加算額＋管理職加算額）に勤勉手当の取扱いに定める基準に従って定める割合
を乗じて得た額としている。

令和７年度では、４月１日から、一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏ま
え、当該改定に準じて、①扶養手当の変更（配偶者に係る手当の廃止，子に係る手当の引き
上げ）（令和7年度は経過措置あり），②通勤手当の限度額の引き上げ，③寒冷地手当の廃止
（令和7年度及び8年度は経過措置あり）等の改定を実施した。また，義務教育等教員特別手
当の引き上げを実施した。12月１日から、一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定
を踏まえ、当該改定に準じて、12月期の期末・勤勉手当の支給割合を、0.05月引き上げの改
定を実施した。また、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価支援事業」に基づき、附属
病院に勤務する医療系職員等に対して、医療従事者調整一時金を支給するための改定を実
施した。
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２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

897 47.0 6,812 4,898 37 1,914
人 歳 千円 千円 千円 千円

289 43.3 5,847 4,218 40 1,629
人 歳 千円 千円 千円 千円

239 54.6 8,938 6,337 25 2,601
人 歳 千円 千円 千円 千円

247 45.6 6,077 4,423 39 1,654
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 40.2 6,696 4,867 33 1,829
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 43.9 6,632 4,794 61 1,838
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 45.3 6,144 4,451 35 1,693
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 63.7 3,498 2,959 155 539
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 63.7 3,498 2,959 155 539
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円
医療職種

（病院医療技術職員）

人員

教育職種
（附属高校教員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

常勤職員

事務・技術

指定職種

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院看護師）

再雇用職員

区分

教育職種
(附属義務教育学校教員)

医療職種
（病院医療技術職員）

うち賞与
総額

うち所定内平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：1,286人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：1,091人
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人 歳 千円 千円 千円 千円

360 32.1 4,735 3,549 23 1,186
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 47.1 3,146 2,275 36 871
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 54.8 9,359 6,595 8 2,764
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 37.6 3,423 3,151 11 272
人 歳 千円 千円 千円 千円

244 29.1 4,906 3,649 22 1,257
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 56.2 3,355 2,451 52 904
人 歳 千円 千円 千円 千円

64 33.4 4,964 3,681 27 1,283

注１：常勤職員については、在外職員を除く。
注２：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額

注３：「教育職種（附属高校教員）」とは、附属特別支援学校教員を示す。
注４：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注５：「指定職種」とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。
注６：「技能・労務職種」とは、作業員等を示す。
注７：常勤職員のその他医療職種（看護師）、指定職種、再雇用職員の医療職種（病院看護師）、医療職種（病院

医療技術職員）、については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること
から、区分以外は記載せず、全体の数値からも除外している。

注８：常勤職員の医療職種（病院医師）、在外職員及び任期付職員並びに再雇用職員の教育職種（大学教員）、医療
職種（病院医師）については、該当者がいないため記載を省略した。

〔年俸制適用者〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

182 42.9 7,420 5,983 26 1,437
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 44.8 9,160 9,160 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

179 42.8 7,390 5,929 26 1,461

人 歳 千円 千円 千円 千円

33 47.9 6,641 6,360 31 281
人 歳 千円 千円 千円 千円

33 47.9 6,641 6,360 31 281
人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：在外職員、任期付職員及び再雇用職員については、該当者がないため記載を省略した。
注２：非常勤職員の事務・技術については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの

あることから、区分以外は記載せず、全体の数値からも除外している。

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医師）

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

事務・技術

常勤職員

外国人年俸制適用教
員

教育職種
（大学教員）

非常勤職員

教育職種
（大学教員）

9



③ 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注2：20-23歳の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

年間給与額については表示しない。

注１：３２-３５歳の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
年間給与額については表示しない。

注２：３６-３９歳の該当者は４人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
年間給与額の第１・第３四分位については表示しない。
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注：３２-３５歳の該当者は４人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
年間給与額の第１・第３四分位については表示しない。
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

3 57.2 9,663

27 52.9 7,819

73 48.7 6,437

102 42.7 5,665

26 36.3 5,090

58 35.6 4,450

注：「部長」には「副理事」を含み､ 「課長」には「事務長」及び一部の「室長」を含み､ 「係長」には「主査」

を含み､ 「係員」には「課員」を含む。

注2：「部長」の該当者は３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

年間給与額の最高給与額及び最低給与額については記載していない。

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

100 57.7 10,284

85 53.2 8,388

25 50.6 7,713

29 51.5 6,754

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

1

4 54.3 7,718

27 52.0 6,797

57 47.4 6,264

158 43.5 5,766

注1： 「看護部長」の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

平均年齢及び年間給与額については記載していない。

注2：「副看護部長」の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

年間給与額の最高給与額及び最低給与額については記載していない。

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

係長 6,871～4,420

主任 6,307～4,485

係員 6,317～3,738

千円

部長

課長 9,629～6,680

課長補佐 7,379～4,832

教授 13,461～8,046

准教授 9,964～7,487

講師 8,585～6,761

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

千円

看護部長

副看護部長

看護師長 7,371～6,391

助教 7,681～5,897

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

副看護師長 7,044～5,326

看護師 6,586～5,024
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⑤

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.9 53.6 53.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.1 46.4 46.3

％ ％ ％

         最高～最低 53.5～43.2 53.5～43.2 53.5～43.3

％ ％ ％

54.5 54.5 54.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.5 45.5 45.5

％ ％ ％

         最高～最低 50.2～42.2 50.2～42.3 50.2～42.3

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

52.6 52.9 52.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

47.4 47.1 47.2

％ ％ ％

         最高～最低 50.2～42.7 50.2～42.9 50.2～42.8

％ ％ ％

54.8 54.7 54.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.2 45.3 45.3

％ ％ ％

         最高～最低 50.2～41.5 50.2～33.6 50.2～39.5

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.6 50.0 50.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

49.4 50.0 49.7

％ ％ ％

         最高～最低 53.5～47.4 53.5～45.1 53.5～46.5

％ ％ ％

54.9 54.9 54.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.1 45.1 45.1

％ ％ ％

         最高～最低 50.2～41.4 50.2～41.5 48.8～41.4

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

（事務・技術職員）

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案 ７９．１
・年齢・地域勘案  ８９．３
・年齢・学歴勘案  ７８．２
・年齢・地域・学歴勘案   ８８．４
（参考）対他法人  ９２．８

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

【支出予算の総額に占める国からの支出の割合 27％】
（国からの財政支出額：10,949百万円、予算の総額：39,894百万円：令和7年度予算）

【累積欠損額 0円（令和６年度決算）】
【管理職の割合 ７．５％（常勤職員数1,083名中81名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 ７９．８％（常勤職員数1,083名中864名）】

【検証結果】
（法人の検証結果）
対国家公務員７９．１、国からの財政支出の割合が2７％であることから、適
切な給与水準の状況であると思われる。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企
業の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定し
ており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執
られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。

講ずる措置 今後も適切な給与水準の維持に努めていく。
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（医療職員（病院看護師））

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 ８４．４
（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和７年度の

教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与
水準（年額）の比較指標である。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案 ９５．２
・年齢・地域勘案  ９７．９
・年齢・学歴勘案  ９５．１
・年齢・地域・学歴勘案   ９７．５
（参考）対他法人  ９５．３

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

【支出予算の総額に占める国からの支出の割合 27％】
（国からの財政支出額：10,949百万円、予算の総額：39,894百万円：令和7年度予算）

【累積欠損額 0円（令和６年度決算）】
【管理職の割合 ７．５％（常勤職員数1,083名中81名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 ７９．８％（常勤職員数1,083名中864名）】

【検証結果】
（法人の検証結果）
対国家公務員９５．２、国からの財政支出の割合が2７％であることから、適
切な給与水準の状況であると思われる。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企
業の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定し
ており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執
られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。

講ずる措置 今後も適切な給与水準の維持に努めていく。
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４ モデル給与

（扶養親族がいない場合）

事務・技術職員

○２２歳（大卒初任給）

月額232,000円 年間給与3,486,000円

○３５歳（主査）

月額292,000円 年間給与4,920,000円

○５０歳（総括主査）

月額380,200円 年間給与6,481,000円

教育職員

○２７歳（博士課程修了初任給）

月額336,600円 年間給与5,155,000円

○３５歳（講師）

月額392,600円 年間給与7,105,000円

○５０歳（准教授）

月額465,100円 年間給与8,361,000円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,000円，

子１人につき11,500円）を支給

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

旧年俸制適用教員において業績給（賞与及び退職手当相当額を含み，
給与全体の約30％に設定）を導入している他、新年俸制適用教員にお
いては外部資金の獲得状況に応じて業績給を支給している。
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注１： 「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る
費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「17 役員及び教職員の給与
の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

注２：最広義人件費については千円未満切り捨てのため、各項目の合計額とは必ずしも一致しない。

総人件費について参考となる事項

①総人件費の増減について
「給与、報酬等支給総額」、「最広義人件費」の対前年度比及び増減要因
（1）「給与、報酬等支給総額」（対前年度比0.3％減）

増減の主な要因としては、4月1日から、寒冷地手当を廃止（経過措置あり）したため、
令和７年人事院勧告を参考とした職員給与規程の改正に伴い、12月期の期末・勤勉手当
支給月数の引上げを行ったが、全体としては減となった。

（２）「最広義人件費」（前年度比1.8％増）
増減の主な要因としては、非常勤役職員の単価改定及び介護保険料率の引き上げにより

非常勤役職員等給与及び福利厚生費が増加し、全体としては増となった。

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

 事務・技術職員及び医療職員（病院看護師等）の定年年齢は６２歳である。
事務・技術職員及び医療職員（病院看護師等）については、令和７年４月１日に定年年齢を
６１歳から６２歳に引き上げた。定年年齢の引上げに伴い、管理監督職の職員は非管理監督職
に降任する制度を設けているほか、６０歳に達した年度以降の給与は、６０歳時の基本給の７割
水準とすることにした。

Ⅴ その他

特になし

376,395

5,911,147

2,256,702

17,673,448

区 分

給与、報酬等支給総額
8,970,138 8,911,262 9,153,300 9,129,201

654,990

5,401,835

2,148,774

17,358,900

福利厚生費
2,042,065 2,094,555

最広義人件費
16,606,937 16,440,387

退職手当支給額
599,765 398,967

非常勤役職員等給与
4,994,968 5,035,601
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